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論 文 内 容 要 旨

農 村 地 域 にお け る環 境 保 全 と

環 境 支 払 い

1研 究 の背 景 と課 題

高 度 経 済 成 長期 以 降 、 日本農 業 の 産 業 と して の 停 滞 が 進 行 す るな か 、 国 土 の

均 衡 あ る発 展 を支 え る農 業 の 維 持 、 とい う課 題 に対処 す るた め、1999年 に食 料

・農 村 ・農 業 基 本 法 が 制定 され た 。 こ こで農 業政 策 は 、農 業 ・農 村 の 有 す る多

面 的機 能 に も配 慮 した 、環 境 保 全 の 方 向へ 転換 が 図 られ た 。農 政 に環 境 保 全 の

考 え 方 を組 み 込 む こ とは、 これ まで見 られ な か った こ とで あ り、 画期 的 な 方 向

転換 と言 え るが 、 そ の 具 体 的 内容 は必 ず しも現 在 の 時点 で も は っ き りして い る

とは 言 え な い 。 こ の理 念 をい か に現 実 の施 策 と して い くか が 問 わ れ て い る。

欧 米 先 進 諸 国 にお い て も、 戦 後 の食 糧 増 産 に伴 う農 業 保 護 が 、80年 代 以 降、

過 剰 生 産 と財 政 負担 の過 重 とい う問 題 を顕 在 化 させ る と とも に、 高 ま る環 境 保

全 へ の関 心 を 背 景 に、 これ まで の 農 政 へ の 反 省 が生 まれ た。 農 政 改 革 の こ の よ

うな 流 れ は、 洋 の東 西 を問 わ ず 、 農 業 保 護 の 新 しい 枠 組 み を各 国 が求 め始 め た

こ とを示 して い る。

しか し我 が 国 にお け る農 政 改 革 の議 論 の 中 で は 、 これ まで 主 と して農 業 経 営

や 生 産 効 率 を対 象 と して きた こ と、 我 が 国 の農 業 は 基 本 的 に は環 境 保 全 的 で あ

る とい う前 提 に た って い た こ と等 の理 由か ら、環 境保 全 の 重 要性 は認 め な が ら、

そ の 議 論 は ほ と ん どな さ れ て い な い 。 例 え ば 、 梶 井 功 『WTO時 代 の 食 料 ・農

業 問題 』(家 の光 協 会 、2003年)は 、 新 農 業 基 本 法 の 成 立 とそ れ 以後 の農 政 に つ

い て触 れ て い るが 、環 境 保 全 的 農 法 の必 要 性 を説 くに と どま っ て お り、 農 業 環

境 政 策 の具 体 的 手 法 につ い て の 記 述 は な い 。 また生 源 寺 真 一 『現 代 農 業 政 策 の

経 済 分 析 』(東 京 大 学 出 版 会 、1999年)は 、基 本 法 以 前 に執 筆 され て い る とい う

事 情 は あ る が、 「資 源 環 境 マ ネ ジ メ ン トの 目標 と対 象 」 とす る一 節 で 、農 村 環

境 全 体 に つ い て議 論 を展 開 して い るが 、 「環 境 支 払 い 」 とい っ た農 業 環 境 政 策

の 具 体 的 な施 策 につ い て は 触 れ て い な い 。小 田切 徳 美 『日本 の 中 山間 地:域問 題 』

(農 林 統 計 協 会 、1994年)で も、農 業 環 境政 策 に 関 す る記述 は 見 られ な い。 そ の

他 、 多 くの 論 者 も環 境 の 重 要性 は指 摘 す る もの の 、 政 策 的 な議 論 に まで 至 って

い る場 合 は ほ とん どな い と言 って よい だ ろ う。

そ の意 味 で本 格 的 な 「農 業 環 境 政 策 」が議 論 され る必 要 が あ る。本 論 文 で は 、
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そ う した点 を 背 景 に、 新 しい農 業 環 境 政 策 と して の環 境 支 払 い の 可 能性 を探 る

こ とを 目的 とす る。

ま ず、 我 が 国 の農 業 ・農 村 と環 境 保 全 との 関連 に つ い て性 格 づ け を行 い、 そ

の 持 続 性 を確 保 す る た め に行 わ れ て い る様 々 な取 り組 み に つ い て 類 型 化 を試

み 、 そ の現 状 と課 題 を把 握 す る 。 そ して そ の 最 大 の課 題 が 費 用 負担 の 問 題 で あ

り、そ の た め の新 しい施 策 が必 要 な こ とを指 摘 す る。そ して 次 に、そ の 費用 を、

地 域 住 民 や観 光 客 な どの 受益 者 、 さ らに広 く公 的 主 体 な どが どの程 度 どの よ う

な 方 法 で 負 担 しう るの か とい う点 に ア プ ロー チ す る た め、 土地 改 良 区 の運 営 の

現状 と、 水 源 林 保 全 お よ び景 観 保 全 の場 合 と を取 り上 げ て、 負担 の 支払 意 思額

の推 計 と費用 負担 問題 の議 論 整 理 を行 う。

以上 を踏 まえ て、農 村 の環 境 保 全政 策 の た めの 直 接 支 払 い政 策 、す な わ ち 「環

境 支 払 い 」 を提起 す る が、 まず 理 論 的 な枠 組 み と して 「直接 支 払 い 」 と農 業 環

境政 策 との 関 連 を 明 らか に し、 「環 境 支 払 い 」 の 位 置 づ け を行 う。 次 に新 農 業

基 本 法 の も とで 制 度化 され た 我 が国 の 中 山 間 地 域 等 直 接 支払 制 度 を と りあ げ 、

諸外 国 の 制 度 との 比 較 対 照 を行 った うえ で 、 我 が 国 で1990年 代 初 頭 か ら行 わ

れ て きた 棚 田保 全 の 仕 組 み を分 析 し、 そ の仕 組 み が 、 「環 境 支 払 い 」 と 同様 の

仕 組 み で あ る こ とを指 摘 して、 我 が 国 にお け る農 業 環 境 政 策 に対 す る含 意 を導

く。

2農 業 ・農 村 の 持 続 性 の 確 保 の 取 り組 み と課 題

農 業 ・農 村 の 環 境 保 全 は 、 我 が 国 で は 積 極 的 に は 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ

た 。 そ れ は 、 農 村 生 活 は 自然 に 密 着 して お り'、農 業 は 環 境 保 全 に 役 立 っ て い る

と 考 え ら れ て い た こ と に も 起 因 す る 。 自 然 の 循 環 を 重 視 す る こ と が 我 が 国 の 農

業 で は 基 本 的 だ っ た か らで あ る 。 欧 米 で は こ れ に 対 し、 農 業 は そ も そ も 環 境 に

悪 い 影 響 を 与 え る 、 と い う考 え 方 が あ る 。 こ う し た 考 え 方 の 違 い が 、 農 政 に 大

き な 影 響 を 与 え て い る 。

1980年 代 以 降 我 が 国 で も 農 業 ・農 村 の 環 境 保 全 が 問 題 と さ れ 、 持 続 性 確 保 の

試 み が 全 国 各 地 で 様 々 に 取 り組 ま れ る よ う に な っ た 。 こ う した 動 き は こ れ ま で

の 農 政 が 支 援 して き た 大 規 模 な 効 率 的 農 業 と は 異 な る 方 向 で 進 め られ て お り、

収 益 性 は 落 ち る も の の 、 い わ ば 価 値 観 の 転 換 を 伴 って 進 ん で い る 。

こ れ らの 取 り組 み は 、 地 域 の 特 性 や 技 術 的 な 違 い も あ り、 非 常 に 多 様 で あ る

が 、 農 薬 ・化 学 肥 料 の 低 減 、 輪 作 や 有 機 農 業 な どの 農 業 生 産 技 術 に 関 わ る も の

と 、 排 水 処 理 、 廃 棄 物 の リサ イ ク ル 、 景 観 保 全 、 生 物 の 保 護 と い っ た 、 地 域 環

境 保 全 活 動 の2つ に 類 型 化 で き る(第1表)。 主 体 別 に 見 る と 自 治 体 や 農 協 と い

う公 的 機 関 や そ れ に 準 ず る も の の 主 導 に よ る も の が 多 い 。 ま た 地 域 別 で は 中 山
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間 地:域 が 大 部 分 で あ り、 品 目 で 見 る と稲 作 や 野 菜 で の 取 り組 み が 多 い 。 こ れ ら

は 現 在 の と こ ろ 、労 働 過 重 や 市 場 と の 適 合 の 課 題 を 抱 え な が ら存 続 して い る が 、

最 大 の 問 題 は 、 適 切 な 支 援 策 が 講 じ ら れ て い な い こ とで あ る 。 農 政 で も 現 在 、

環 境 保 全 型 農 業 は 重 点 施 策 と な っ て は い る が 、 労 働 ・収 益 ・価 格 面 で の 問 題 の

解 消 は 容 易 で は な く、 低 毒 性 資 材 の 開 発 と い っ た 技 術 面 、 有 機 農 産 物 等 の 流 通

の 整 備 、 生 産 者 ・消 費 者 の 啓 発 な ど 流 通 面 で も問 題 は 多 い 。

第1表 環境保全型農業の類型

類型番号 内 容 農協調無 矯 告糠辮
A農 業生産技術 1 環境負荷軽減の総合的取組 61.3% 67.9 50.4%

に関わ るもの 堆肥の活用、減農薬 ・減化学肥料、

2 輪作体系の見直しなどの農法的対応 3.2 17.0 21.5

合理的輪作、田畑輪換、緑肥作物等

生物防除、フェロモン、微生物等の利用

3 有機農業、アイガモ農法等 12.2 9.8 12.6

B地 域環境保全 4 適正な農地管理 7.0

に関わるもの 5 排水処理等 z.s 10.7 16.5

6 ビニール処理、リサイクル等の地域環境配慮 S.6

7 消費者 との交流、産直等 4.7

8 景観、生物等の保全 ・保護 一

現 在 の とこ ろ、農 業 と環 境 の 問 題 に対 す る施 策 の 枠 組 み が構 築 さ れ て い な い

こ とが基 本 的 な 問題 で あ る。 堆 肥 セ ン ター な ど、 基 盤 整 備 に積 極 的 な支 援 を行

う こ とが望 まれ て い る と同 時 に多 様性 を包 含 す る包 括 的 な 支 援 枠 組 み を組 み 立

て る必 要 が あ る。

しか しそ の際 最 も大 きな 問題 が 、そ こで 生 じた 費 用 を どの よ うに 負担 す るか、

とい う問題 で あ る。 それ は こ れ までは 発 生 しな か った環 境 保 全 の た め の 費 用 で

あ り、 これ に対 応 した新 た な政 策 が必 要 とな る 。

3.持 続 性 確保 の た め の費 用 負 担

農 村 地 域 の 環 境 保 全 の た め に生 じる費 用 につ いて 、 中 山 間地 域 の 土地 改 良 区

の運 営 、水 源林 保 全 、 景 観 保 全 を取 りあ げ て検 討 す る。

土 地 改 良 区 は 、 様 々 な機 能 を有 して い るが 、 農 業 の 停 滞 に と もな って 、 そ う

した機 能 を通 じて の地 域 資 源 の 維 持 ・管 理機 能 が脆 弱 化 して い る 。 そ の点 では

中 山 間地 域 だ け が と くに大 きな 問題 を抱 え て い るわ け で は な い が 、 地 域 資 源 の
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維 持 と い う観 点 か ら は 、 重 要 な 意 味 を 持 っ 。

中 山 間 地 域 の 土 地 改 良 区 の 特 徴 に は 、 水 利 施 設 の 老 朽 化 、 比 較 的 小 規 模 と い

っ た も の が あ る 。 土 地 改 良 区 の 抱 え る 問 題 点 と して は 、 運 営 経 費 の 確 保 困 難 、

組 合 員 か ら の 経 費 徴 収 の 困 難 な ど が あ げ ら れ る 。 岩 手 県7地 区 、 広 島 県10地

区 、 そ の 他3地 区 、 都 合20地 区 の 実 態 調 査 か ら は 、 運 営 に は 特 に 費 用 面 の 問

題 は あ る が 、 資 源 管 理 に つ い て は 、 改 良 区 を 構 成 す る基 礎 的 な 水 利 組 合 が 一 定

の 機 能 を果 た して お り、 当 面 維 持 さ れ て い く こ と が わ か っ た 。 しか し将 来 的 に

は 、 何 ら か の 地 域 資 源 維 持 管 理 の 仕 組 み が 必 要 で あ る 。 土 地 改 良 区 の 費 用 負 担

は 、 現 在 で も農 業 経 営 の 厳 し さ か ら 少 額 の 運 営 費 が 徴 収 さ れ て い る が 、 ほ と ん

どの 土 地 改 良 区 で は 市 町 村 の 公 的 支 援 が 最 も 重 要 な 部 分 を 占 め て い る 。事 実 上 、

公 的 負 担 に よ っ て 地 域 資 源 の 維 持 管 理 が 行 わ れ て い る の で あ る 。

次 に 検 討 す る の は 、 資 源 の 維 持 管 理 が 地 域 外 の 人 々 の た め に な さ れ て い る 場

合 で あ る 。 そ う し た 例 と して 、 山 梨 県 道 志 村 の 水 源 林 と そ こ を 水 源 と して 水 道

水 の 供 給 を 受 け て い る横 浜 市 と の 関 係 を 見 る 。 現 在 、 横 浜 市 民 は 水 源 管 理 費 用

を 一 人 あ た り200円 負 担 して い る 。水 源 林 の 便 益 に 対 す る 市 民 の 支 払 意 思 額 を 、

CVM(仮 想 評 価 法)を 用 い て 調 査 した と こ ろ 、 実 際 の 負 担 を 超 え る2～3,000円

の 支 払 意 思 額 が 推 計 さ れ た 。

さ ら に 広 域 的 な 場 合 が 阿 蘇 草 原 の 景 観 保 全 の 場 合 で あ る 。 阿 蘇 草 原 は 、 草 地

放 牧 に よ っ て 景 観 が 維 持 さ れ 、 毎 年 多 くの 観 光 客 が 訪 れ て い る 。 近 年 、 畜 産 の

停 滞 と担 い 手 の 高 齢 化 に よ り草 原 の 維 持 管 理 が 不 十 分 と な って き て お り、 そ の

た め の 費 用 を 誰 が ど の よ う に 負 担 で き る か を 検 討 し た 。 現 実 に は ボ ラ ン テ ィ ア

活 動 や 基 金 な ど 各 種 の 保 全 活 動 が 行 わ れ て い る が 、 そ う し た 活 動 と は 別 に 、 保

全 へ の 支 払 意 思 額 を 熊 本 市 民 と遠 距 離 の 東 京 都 民 を 対 象 に 検 討 し た 。そ の 結 果 、

両 者 の 支 払 意 思 額 の 差 は 大 き く な く(第1図)、 広 域 的 な 費 用 負 担 は 、 阿 蘇 の

場 合 は 十 分 可 能 で あ る 。 し か し、 関 心 の 違 い や 負 担 の 方 法 の 違 い に よ り、 受 益

者 に よ る 直 接 的 な 負 担 や 公 的 負 担 の 組 み 合 わ せ が 望 ま し い 。

以 上 の 検 討 を 通 じ て 、 資 源 管 理 の 費 用 負 担 の 政 策 課 題 を 整 理 す る 。 第1は 、

費 用 を 負 担 す る 対 象 と す る環 境 保 全 行 為 を 決 め る 際 の 問 題 で あ る 。 そ の 行 為 が

あ る 水 準 の 環 境 を 実 現 す れ ば 、 そ の 費 用 を 負 担 す る の が 妥 当 で あ る が 、 そ の 水

準 す な わ ち 基 準 点(referencepolnt)を ど こ に 設 定 す る か と い う 問 題 で あ る 。 こ れ

に つ い て は 、 環 境 デ ー タ の 集 積 と と も に 、 地 理 情 報 シ ス テ ム(GIS)や ラ イ フ サ

イ ク ル ア セ ス メ ン ト(LCA)な ど を利 用 した 決 定 手 法 の 開 発 が 望 ま れ る 。

第2は 、 ど の よ うな 場 合 に 公 的 負 担 が 認 め ら れ る か 、 と い う 問 題 が あ る 。 こ

れ に つ い て は 、受 益 者 の 特 定 の 容 易 か ど う か と い う こ と と 、環 境 便 益 の 提 供 か 、
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第1図 熊本 市 民 と東 京 都 民との評 価 額 の 比較
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環 境 損 失 の 防 止 か 、 と い う2つ の 基 準 に よ っ て 場 合 分 け を 行 っ た 。 そ れ が 第2

表 で あ る 。 農 村 環 境 保 全 の 場 合 、 便 益 の 提 供 、 損 失 の 防 止 の い ず れ で あ っ て も

受 益 者 は 明 確 に 特 定 し に くい 場 合 が 多 い 。つ ま り、タ イ プBま た はDに 該 当 し、

一 定 の 公 的 負 担 が 必 要 性 で あ る
。

第2表 環 境 保 全 のタイプと政 策 手法

環境 保 全 の タイプ

タイプ 受 益 者 の特
定 蟹難 灘 政 策 手 法

,

タイプA 容 易 便益の提供 入場料、利用料、水源基金(受 益者負担)

タイプB 容 易 でない 便 益 の提 供 環境 補助金、直接支払い(第 一義的に

公的負担)、

タイプC 容 易 損 失の 防 止 利用料(条 件に応じて受益者負担)

基金

タイプD 容 易 でない 損 失の 防止 関税 、輸入数量制限(受 益者負担)

環境補助金、直接支払い(公 的負担)

4.「 環 境 支 払 い 」 に よ る費 用 負 担 一欧 米 との 比 較

欧 米 にお け る農 政 改 革 の流 れ は 、価 格 支 持 か ら市 場 を歪 め な い 直接 支 払 い に

重点 を移 しつつ あ る。 そ う した 動 き はWTO交 渉 やOECDの 議 論 を通 じて 我 が
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国 で も 強 く な っ て い る 。 欧 米 で は 、 直 接 支 払 い の 中 で も農 業 環 境 政 策 と して 行

わ れ る 「直 接 支 払 い 」 す な わ ち 「環 境 支 払 い 」 が 、 ま す ま す 重 要 な も の と な っ

て き て い る 。 ま た 、 新 基 本 法 に も と つ く 中 山 間 直 接 支 払 制 度 は 、 我 が 国 で 初 め

て の 直 接 支 払 制 度 で あ る 。 こ う し た 共 通 の 背 景 を 持 つ 日 欧 の 環 境 支 払 い に つ い

て 比 較 を 行 っ た 。

直 接 支 払 い は 、 価 格 支 持 の よ う に 市 場 を 歪 め な い 、 生 産 を 刺 激 しな い 、 と い

う条 件 でWTOに お い て 承 認 さ れ た 政 策 で あ る 。 「環 境 支 払 い 」 は そ の 中 に あ

っ て 、 環 境 保 護 の 名 の 下 に 必 要 以 上 の 支 払 い を し て 生 産 増 大 を も た ら さ な い よ

う、 厳 し い 条 件 が 検 討 さ れ て い る 。 現 実 に は そ の 厳 密 な 適 用 は 困 難 で あ る こ と

が 指 摘 さ れ て い る が 、 各 国 と も そ う し た 考 え 方 に 合 わ せ た 政 策 設 計 を 工 夫 して

い る 。

ドイ ツ に お い て は 、 直 接 支 払 い の 前 提 で は あ っ て も 対 象 に は な ら な い 「適 切

な 農 業 活 動 」 と、 「適 切 な 農 業 活 動 」 を 上 回 り環 境 支 払 い の 対 象 に な り う る 環

境 便 益 を 概 念 上 区 別 し 、 全 体 と して 直 接 支 払 い の 払 い す ぎ を 避 け よ う と して い

る 。 ま た 州 レ ベ ル で は 、EUの 環 境 支 払 い の モ デ ル と な っ た 、 粗 放 化 、 環 境 保

護 、 景 観 維 持 の た め の 多 種 多 様 な メ ニ ュ ー か ら個 別 の 農 業 者 が 実 施 す る も の を

選 び 、 選 ん だ 行 為 の 点 数 に 応 じて 奨 励 金 を 受 け 取 る バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ン ベ ル

ク州 のMEKA、3つ の メ ニ ュ ー が 用 意 さ れ て い る バ イ エ ル ン 州 のKULAPな ど、

独 自 の プ ロ グ ラ ム を 開 発 し て い る 。

フ ラ ン ス で は 、1993年 か ら始 ま っ たEUの 共 通 農 業 政 策(CAP)改 革 に よ り導

入 さ れ た 農 業 環 境 政 策 規 則(2078/92)に 基 づ く プ ロ グ ラ ム に 対 す る 歳 出 の う ち8

割 強 が 粗 放 的 な 農 業 の 維 持 に よ る 景 観 や 環 境 の 保 全 の た め に 投 じ られ 、 政 策 的

な プ ラ イ オ リテ ィ も 高 い 。

EUは こ う し た 状 況 か ら 、 環 境 保 全 に 関 して 「ク ロ ス ・コ ン プ ラ イ ア ン ス 」

と い う考 え 方 に よ っ て 、 直 接 支 払 い に 歯 止 め を か け よ う と して い る 。 こ れ は 、

「環 境 支 払 い 」 の 支 給 原 則 を で き る だ け 厳 密 に し か も 実 施 しや す い 方 法 と して

考 え られ た も の で 、 環 境 保 全 に 役 立 つ 農 業 行 為 の す べ て な い し一 部 の 遵 守 を 生

産 者 に 課 す が 、 そ の 際 に 現 状 の 生 産 状 態 を 基 準 に して 、 遵 守 し た 場 合 の 損 失 を

支 払 う と い う も の で あ る 。・こ の 考 え 方 に は 、 そ も そ も 農 業 が 環 境 を 阻 害 す る も

の で あ る と い う考 え 方 が 見 ら れ る 。

ア メ リ カ に お け る 代 表 的 な 環 境 支 払 い で あ る 保 全 休 耕 プ ロ グ ラ ム(CRP)で

は 、 土 壌 浸 食 の 削 減 を 第 一 の 目 的 と し て い た が 、 そ の 後 水 質 保 全 や 野 生 生 物 の

保 護 な ど も 重 視 さ れ る よ う に な っ て き て い る 。 しか し歴 史 的 に は 、 こ の 環 境 支

払 い は 常 に 所 得 支 持 の 性 格 を も っ て お り、 環 境 保 全 と所 得 支 持 、 さ ら に は 生 産

調 整 も 同 時 に 行 え る プ ロ グ ラ ム は 不 況 時 に は 魅 力 的 な 対 策 と な っ て い た 。
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この よ うに、 どの 国 も環 境 支払 い を導入 しよ う と して い るけ れ ど も、 そ の 背

景 は そ れ ぞ れ 複 雑 で 、 農 業 の実 情 に合 わ せ た ヴ ァ リエ ー シ ョ ンに 富 ん だ施 策 の

展 開 が見 られ る。

一 方、我 が 国 で 制 度 化 され た 中 山間 地 域等 直接 支 払 制 度(中 山 間 直接 支 払 い)

は、 農 業 生 産 の 維 持 を通 じて 多面 的機 能 を発 揮 させ る とい う観 点 か ら支払 われ

るが、 対 象農 地 を 「生 産 条 件 が不 利 で耕 作 放 棄 地 の 発 生 の懸 念 の大 きい農 用 地

区域 内 の 一 団 の 農 地 」 と定 め て い る。 ま た、 直接 支 払 い の額 は 、 「中 山間 地 域

と平地 地 域 との生 産 条 件 の格 差 の範 囲 内で 設定 され る」とされ て い る。つ ま り、

中 山 間地 域 で の農 業 を維 持 す るた め に、 平 場 と較 べ た場 合 の 生 産 条 件 の不 利 を

一 定 程 度 補 填 す る とい う趣 旨の もの で あ る。 そ の 意 味 で 直 接 支 払 いで は あ って

も 「環 境 支 払 い 」 で は な く、 条 件 不 利 地 域 に 対 す る支援 策 で あ る 。

そ こで は 、 農 業 生 産 を継 続 す る こ と自体 が環 境保 全 に役 立 つ こ とが前 提 され

て い る が、 これ に た い し、 欧 米 の環 境 支 払 い は、 農 業 者 が、環 境 に対 す る負 荷

を低 減 、 あ る い は プ ラ ス の 外 部効 果(環 境 便 益)を 促 進 す る よ う な行 為 を積 極

的 に選 択 す る こ とで負 担 す る費 用 を、 公 的 な 支 出(税 金)で 補 う とい う も ので

あ る。 農業 生 産 、 少な くと も近 代 的 か つ集 約 的 な農 業 活 動 を続 け て い る限 り、

環 境 が損 な わ れ る こ とが 前 提 とな って い る 。

5。 棚 田 保 全 の 仕 組 み と 中 山 間 支 払 い

中 山 間 地 域 が 経 済 的 に も 社 会 的 に も衰 退 して き た70年 代 以 降 、 農 政 の 大 き

な 課 題 の 一 つ と して 議 論 さ れ て き た 。 棚 田 の 一 部 は そ う し た 中 山 間 地 域 に あ っ

て 、 以 前 か ら各 地 で 棚 田 の 景 観 保 全 の 仕 組 み が で き あ が っ て い る 。 オ ー ナ ー 制

度 と基 金 に よ る保 全 が2つ の 代 表 的 な 仕 組 み で あ る 。 本 論 文 で は 三 重 県 紀 和 町

の オ ー ナ ー 制 度 と石 川 県 輪 島 市 の 基 金 に よ る保 全 の 仕 組 み を 分 析 す る 。

オ ー ナ ー 制 度 は 、 棚 田 を 有 す る 地 域 の 農 家 が 、 農 地 を 市 町 村 に 提 供 し 、 都 市

住 民 の オ ー ナ ー を 募 集 す る 。 オ ー ナ ー は オ ー ナ ー 料 金 を 支 払 い 、 数 回 現 地 で 農

作 業 を 行 い 、 収 穫 期 に 収 穫 物 の 一 部 を 手 に い れ る 。 農 家 とオ ー ナ ー は そ れ ぞ れ

に 利 益 を得 る が 、 農 家 の 方 は 、 農 地 の 利 用 ・処 分 の 制 約 の も と で 、 様 々 な 協 力

作 業 を 行 う 。 市 町 村 は 、 オ ー ナ ー 制 度 全 体 の 運 営 費 用 を 全 面 的 に 負 担 す る(第

2図)。 基 金 に よ る 保 全 は 、 市 町 村 か ら の 基 本 的 な 資 金 供 与 に 合 わ せ 一 般 的 な

募 金 を 行 い 、 そ の 基 金 を も と に 、 棚 田 の 保 全 活 動 に 対 して 農 家 に 毎 年 定 額 を 支

払 う。 農 業 活 動 に 対 して は 、 市 町 村 が 都 市 住 民 の ボ ラ ン テ ィ ア な ど を募 集 し、

保 全 活 動 に 参 加 す る 。

棚 田 保 全 は 、 行 政 と 一 体 とな っ た 仕 組 み で あ り、 し か も 多 く が 集 落 と い う地

域 社 会 の 基 礎 単 位 に そ の 足 が か り を 持 っ て い る と い う意 味 で 我 が 国 の 農 政 の こ
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第2図 オー ナー制 度 の 一 般 的仕 組み

農 園 利 用 契約

都市住民

←稲 作 指導

オ ー ナ ー

耕 作 →

農 地 の貸 し付 け→

農家 自治 体

← 管理 運 営 委 託

〈農 園 の 開設 〉

オ ー ナ ー 募 集

れ ま で の 性 格 か ら大 き く外 れ て い る わ け で は な い 。 た だ し、 目 的 と して 景 観 の

保 全 を掲 げ 、そ の た め に 農 家 の 行 動 を 大 き く制 約 す る(利 用 ・処 分 だ け で な く、

農 作 業 の 指 導 な ど)と い う点 は 、 ヨ ー ロ ッ パ で 取 り上 げ られ て い る ク ロ ス ・.コ

ン プ ラ イ ア ン ス 手 法 の 性 格 を も 併 せ 持 つ と 言 う こ と が で き る 。 こ の よ う な 環 境

保 全(こ の 場 合 は 景 観)を 目 的 の 一 つ と し た 施 策 が 、 市 町 村 レベ ル で10年 以

上 続 け ら れ て き た こ と は 、 わ が 国 に お い て も 「環 境 支 払 い 」 の 実 行 可 能 性 を 示

す も の で あ る 。

6.条 件 不 利 地 域 支 払 い か ら環 境 支 払 い へ

各 国 と も 、 明 確 な 政 策 目 的 を 持 つ 効 率 的 で 実 施 の 容 易 な 手 法 を 必 要 と し、 工

夫 し て い る 。 保 護 と い う 消 極 的 な 意 味 で 実 施 さ れ る の で は な く、 環 境 保 全 と い

う積 極 的 な 価 値 を 実 現 す る農 業 政 策 と して 環 境 支 払 い が 行 わ れ る が 、 そ の 場 合

最 も 重 要 な の は 、 環 境 保 全 の 目 的 が 明 確 で あ る こ と 、 手 法 が そ の 目 的 に 合 致 し

て い る か ど う か と い う点 で あ る 。 す な わ ち 施 策 の 対 象 と な る地 域 お よ び 行 為 が

どの 程 度 限 定 さ れ て い る か ど う か で あ る 。 こ れ に よ っ て 、 諸 外 国 の 諸 施 策 を 分

類 して み る と、 第3表 の よ う に な る 。 環 境 支 払 い は 表 中 の 矢 印 方 向 に 向 か う ほ

ど 、 そ の 性 格 付 け が は っ き り して い る と 考 え る こ と が で き る 。

ドイ ツ のMEKA、KULAPは 、 地 域 、 行 為 の 両 者 と も 限 定 して い な い 政 策 で あ

り、左 上 象 限 に位 置 づ け られ 、フ ラ ン ス の 草 地 奨 励 金 、有 機 農 業 プ ロ グ ラ ム(ド

イ ツ 、 フ ラ ン ス)、 ア メ リ カ の 保 全 休 耕 プ ロ グ ラ ム は 行 為 の み を 限 定 して い る

の で 、 左 下 象 限 に 位 置 づ け ら れ る 。 我 が 国 の 中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 制 度(「 中

山 間 直 接 支 払 い 」)は 、 地 域 の み を 限 定 し て い る政 策(右 上 象 限)に 位 置 づ け

ら れ る 。

こ れ に 対 し 、 阿 蘇 草 原 保 全 、 棚 田 保 全 は 、 環 境 農 業 政 策 と して 考 え る と、 地

域 も 対 象 を 限 定 した プ ロ グ ラ ム で 、 図 の 右 下 象 限 に 位 置 づ け ら れ 、 環 境 支 払 い
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の 性 格 が 最 も 強 い も の と い う こ と が で き る だ ろ う 。

第3表 農 業環 境 政 策 の分 類 と環 境 支 払 い

地域 を限定 しないプログラム 地域指定を行 うプログラム

対象となる行為
が広範囲

KULAP及 びMEKA(独)、

費用分担プログラム(米
オース トラ リア農業環境プ
グラム ＼

環 境S㎝sidve地 域(ESA)

(英、スエー デ ン、デ ンマー ク)

理協定(オ ラ ンダ)、
山爪 園プログラム

ha

当
た

り
の
支

出
額

/

対象 となる行為
が特定化されて
いる

有機 農業 プ ログラム、草地 ・

粗放 化 プログラム(独 、仏、

スエ ーデ ン)、 保 全休 耕 プロ

グ ラム(米),IP&ICM、

稀 少家 畜 飼 養,研 修 ・モ デル

事業

＼. ..,窒素削' 自然生育

グラム、ラ サール条約区域、
長期
阿蘇草原
棚田保全 ＼

予 算 支 出 の 大 き さ

注(1)右 端 の 縦 方 向 の 矢 印 は 、 対 象 と な る 行 為 が 特 定 さ れ て い る ほ どha当 た り支 出 額 が 多 くな

る こ と を 示 す 。

(2)図 中 の 矢 印 は 、 農 業 環 境 政 策 の 方 向 性 を 示 す 。

資 料lDGIVC㎝issi㎝.DGWWodd㎎ ㎞ntM/7655/98),StateofApphcahonofR!馴 ぬQn

(EEC)No.207創92:Eva1聰h㎝ofA帥 一Ehvi㎜m㎝tPrqgramm銘,1998,p,89を も と に 作 成 。

一
も う 一 点 考 慮 す べ き こ と が 行 政 コ ス トで あ る 。 環 境 支 払 い の 性 格 が 強 くな る

ほ ど、 そ の プ ロ グ ラ ム に 参 加 す る 側 に も 、 そ れ を 監 視 す る 公 的 機 関 の 側 に も 、

煩 雑 な 手 続 き や 負 担 が 求 め ら れ る 。 つ ま り、 公 正 さ を 追 求 す れ ば す る ほ ど、 監

視 や 検 査 に 正 確 さ が 要 求 さ れ 、 行 政 ・監 視 コ ス トの 増 大 を 覚 悟 し な け れ ば な ら

ず 、 逆 に 行 政 ・監 視 コ ス トを 節 約 す れ ば 、 奨 励 金 の 払 い す ぎや モ ラ ル ・ハ ザ ー

ドが 起 こ りや す くな る 。

こ の よ う な 性 格 づ け を行 っ た 上 で 現 実 的 に 問 わ れ る の は 、 各 国 の 環 境 支 払 い

が 、 実 際 に 他 の 保 護 施 策 、 直 接 支 払 い と 明 確 に 区 別 さ れ て い る か ど う か 、 あ る

い は 、 少 な く と も 政 策 当 局 に 区 別 しよ う と い う 意 思 が 見 られ る の か ど う か で あ

る 。 中 山 間 支 払 い 制 度 は 、 我 が 国 で 初 め て 直 接 支 払 い 政 策 を 導 入 した と い う意

味 で 画 期 的 で あ る が 、 条 件 不 利 地 域 に 対 す る 支 援 だ と して も 中 山 間 地 域 等 の 何

を 、 ど の よ う に 維 持 す る の か と い う点 が 不 明 確 で あ る 。

以 上 の 考 察 を 前 提 に 、 本 論 文 の 検 討 か ら 導 か れ る 政 策 的 課 題 は 、 政 策 手 法 の

分 化 と 行 為 の 明 確 化 で あ る 。 す な わ ち 条 件 不 利 地 域 施 策 か ら環 境 支 払 い へ の 移

行 で あ る 。 そ の た め に は ま ず 第1に 、 施 策 に よ る政 策 目的 達 成 に は 、 少 な く と

も政 策 目 的 の 数 と等 し い 政 策 手 段 が 必 要 で あ り、 こ の 場 合 は 地 域 維 持 と環 境 保
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全 、 そ れ ぞ れ の た め の 施 策 に 分 化 す べ き で あ る 。 多 面 的 機 能 の 保 全 ・維 持 を う

た っ て い る 中 山 間 支 払 い の 目的 を2つ に 分 け 、 明 確 に 環 境 支 払 い 施 策 を 打 ち 出

す 必 要 が あ る 。

第2に 、 我 が 国 の 農 業 が 環 境 保 全 的 で あ っ た こ と を 考 慮 しな が ら、 個 々 の 環

境 に よ い 行 為 だ け で な く、 循 環 的 な 農 業 に も 配 慮 し た 、 個 別 の 行 為 あ る い は 行

為 群 の 履 行 義 務 を 果 た せ ば 支 払 い を 実 施 す る 、 と い う 環 境 支 払 い を 構 築 す る必

要 が あ る 。 重 要 な こ と は 、 個 々 の 行 為 が ど の 程 度 環 境 改 善 に 寄 与 す る か は 、 そ

れ ほ ど厳 密 に 認 識 す る 必 要 は な い 。 む し ろ そ れ は 時 間 の 経 過 と と も に 調 整 し て

い け ば よ く、 施 策 の わ か りや す さ を 主 眼 に 、 遵 守 す べ き 行 為 の 具 体 化 、 明 確 化

が 望 ま れ る 。 環 境 に 親 和 的 な 農 業 行 為 は 、 条 件 と して 設 定 が 容 易 だ と 考 え られ

る 。
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論 文 審 査 結 果 要 旨

わが国の農業政策は,1999年 に制定された食料・農業 ・農村基本法によって,農 業,農 村の有す る多

面的機能にも配慮することにし環境保全の方向への転換が図られた。

しかし,農 政上の画期的な転換でありながら,新 しい環境保全のあり方の具体的内容に関しては必

ず しもはっきりしているとはいえない。 しかも,わ が国における学会の議論も,環 境保全の重要性は

認めながら,そ の具体的政策手法に関 してはほとんどなされていないのが現状である。本論文は,農

政における新 しい環境保全政策のあり方,な かでも直接支払 としての 「環境支払い」 とい う,今 後最

も重要となる政策手段に関して,こ れを本格的に取 り上げ,そ の 日本における可能性を探 るものであ

り,極 めて先進的な研究 といえる。研究成果の概要はほぼ以下の通 りである。

第1に,わ が国の農業,農 村の持続性の確保に関す る取 り組みは,収 益性低下を容認す る等,価 値

の転換を伴いつつ積極的な展開を見せつつも,農 業 と環境に関する政策支援枠組みが未だに構築 され

ていないために,多 くの問題を抱えている現状を明らかにした。

第2に,持 続性確保の取 り組みを行 う上で,そ こに生 じる費用を誰が,ど のように負担す るか,い

わば費用負担問題について,土 地改良区の実態調査あるいはCVM(仮 想市場評価法)に よって新た

な知見を加 えた。土地改良区に関 しては,土 地,水 資源の管理に関し今後は公的な支援が不可欠な状

況であること,ま た,CVMに 関 しては,市 民支払意思額が実際の負担を超える事例が見られること,

などである。そ して,政 策課題に関 して,支 払対象 とす る環境保全行為の決め方,お よび公的負担が

認められた場合についての理論的な整理を行い,そ れを基に今後の政策課題を明らかにした。

第3に,「 環境支払い」に関 して欧米の取 り組み状況を整理,検 討 し,欧 米の場合,農 業者が環境

に対す る負荷を低減,あ るいはプラスの外部効果(環 境便益)を 促進するような行為を積極的に選択

することで生 じる負担を公的な支出で補 うものであること,ま たその前提に欧米においては農業が近

代的,集 約的な活動を続ける限 り環境を損なうものであるとの認識が国民にあることなど,を 明 らか

にした。

第4に,わ が国の中山間地域で行われている棚 田保全の仕組みを事例的に分析 し,目 的として景観

の保全を掲げそのために農家の行動を大きく制約するという点,し かも,こ れが数市町村 レベルで10

年以上も続 けられていることは,わ が国においても環境支払いの実行可能性が高いものであることを

示 した。

第5に,環 壇支払いの場合,最 も重要なことは環境保全の 目的が明確であること,か っ対象となる

地域および行為が限定されていることであ り,そ の意味でわが国の中山間支払は,条 件不利地域支払

であ り環境支払いではないことを示 した上で,今 後,目 的と手法を明確にして,環 境支払い施策を打

ち出す必要があることを提言 した。

以上のように,本 論文は,周 到な理論的,実 証的な検討を踏まえ,わ が国における農業政策 として

の境支払い施策の必要性,内 容そ して実可能性を示 し,今 後の農業環境政策のあり方のフ レームワー

クを示す貴重な研究である。よって審査員一同は,本 論文の著者に対 し博士(農 学)の 学位を授与す

るに値するものと判断した。
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